（クラブ名）規約

（名称）
第１条　本クラブは、　　　　　と称する。
（事務局）
第２条　本クラブの事務局は小矢部市　　　　　　　　　　　　　に置く。
（目的）
第３条　本クラブの活動は、中学生が　　　　　活動を行うことにより、子どもたちの活動意欲を満たすとともに、スポーツを通じて社会性の向上や、個性の伸長を図ることを目的とする。ただ単に、勝利だけを目的とするのではなく、スポーツのもつ楽しさを学び、自ら進んで生涯を通じスポーツに親しむ態度を育むことを目的とする。
（クラブ員）
第４条　本クラブは、　　　　　競技を希望する、原則小矢部市内の中学１年生から中学３年生の生徒及びその保護者と指導にあたる成人等で構成する。
２　本クラブへの加入は、本人かつ保護者の同意をもって行う。
３　クラブを退く場合は、速やかに退会届を提出する。
（役員）
第５条　本クラブは、保護者と指導にあたる成人等の中から会長１名、副会長　名、会計　名、監事　名の役員を選任する。
２　役員の任期は、1 年とし再任は妨げない。
（活動・会計年度）
第６条　本クラブの活動年度は毎年４月１日から翌年３月31日までとする。
２　本クラブの会計年度は毎年４月１日から翌年３月31日までとする。
（総会）
第７条　本クラブの総会は年に１回実施する。
２　年間（４月～翌年３月分）の活動報告及び会計報告を行う。
３　活動計画及び予算案（４月～翌年３月）の検討を行う。
４　役員の選出を行う。
（活動内容）
第８条　本クラブは第３条の目的を達成するために、次の活動を行う。
　(1) 事業計画書・活動計画書に基づき、練習を行い技術の向上に努める。
　(2) その他、目的を達成するために必要な活動を行う。
（活動場所）
第９条　本クラブは第７条の活動内容について、以下の場所で実施する。
　(1) 原則、小矢部市内　　　　　　　　　　　　　　にて活動を行う。
　(2) その他、必要な活動に適した場所を使用する。
（活動時間及び休養）
第10条 本クラブは、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン（R4.12）」に基づき活動時間及び休養の時間を設定する。
(1) 活動時間は平日１日２時間程度以内、休日１日３時間程度以内とし、週当たりの活動時間は11時間程度の範囲内とする。
(2) 週２日以上の休養日を設定する。
（参加費等）
第11条　クラブ員は、以下の活動費用を支払う必要がある。
　(1) 参加費（運営費、大会参加費含む。）
　(2) 登録費用
　(3) スポーツ保険費
　(4) その他、活動に必要な費用
（事業計画及び予算）
第12条　本クラブの事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する際も、同様とする。
（事業報告及び決算）
第13条　本クラブの事業報告及び決算は、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。
附則
本規約は、令和８年　月　日に制定し、即日これを適用とする。
